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対マレーシア輸出牛肉の取扱い等について

標記については、マレーシア政府との協議の結果、別紙１のとおり「対マレ

ーシア輸出牛肉取扱要綱」を定めることとしたので、御了知の上、関係事業者

に対して周知及び指導いただくとともに、当該要綱に基づく運用について遺漏

のないよう御配慮願います。

また、当該要綱の策定に伴い、別紙２のとおり、「対マレーシア輸出畜水産

食品の取扱要領」（平成17年6月2日付け食安発0602001号別紙）について、その

一部を改正し、本日から適用することとしたので、御了知の上、対応方よろし

くお願いします。
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